
令
和
元
年
七
月
五
日
受
領

答
弁
第
三
〇
五
号

内
閣
衆
質
一
九
八
第
三
〇
五
号

令
和
元
年
七
月
五
日

内
閣
総
理
大
臣

安

倍

晋

三

衆

議

院

議

長

大

島

理

森

殿

衆
議
院
議
員
柚
木
道
義
君
提
出
八
条
委
員
会
の
答
申
機
能
の
意
義
と
薬
機
法
改
正
案
に
あ
る
医
薬
品
等
行
政
評
価
・
監
視
委

員
会
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
柚
木
道
義
君
提
出
八
条
委
員
会
の
答
申
機
能
の
意
義
と
薬
機
法
改
正
案
に
あ
る
医
薬
品
等
行
政
評
価
・
監

視
委
員
会
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

御
指
摘
の
「
医
薬
品
等
行
政
評
価
・
監
視
委
員
会
の
意
見
に
つ
い
て
も
政
府
の
ス
タ
ン
ス
と
異
な
る
と
い
う
理
由
で
意
見
を

退
け
る
」
及
び
「
医
薬
品
等
行
政
評
価
・
監
視
委
員
会
に
期
待
さ
れ
る
の
は
、
医
薬
品
行
政
に
関
し
て
政
府
の
不
作
為
も
含
め

た
怠
慢
等
に
つ
き
、
新
薬
創
出
等
に
よ
り
救
え
る
命
を
増
や
し
健
康
を
守
る
こ
と
と
あ
わ
せ
て
安
全
性
確
保
の
観
点
か
ら
厳
し

い
意
見
を
提
言
す
る
機
能
で
あ
る
と
理
解
し
て
い
る
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
た
め
、
お
答
え
す

る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
第
百
九
十
八
回
国
会
に
提
出
し
た
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保

等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
よ
る
改
正
後
の
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の

確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
第
七
十
六
条
の
三
の
四
に
規
定
す
る
医
薬
品
等
行
政
評
価
・

監
視
委
員
会
は
、
委
員
が
独
立
し
て
そ
の
職
権
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
医
薬
品
（
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ

と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
、
医
薬
部
外
品
（
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と

さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
（
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ

て
い
る
も
の
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
再
生
医
療
等
製
品
（
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い

一



る
も
の
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
の
安
全
性
の
確
保
並
び
に
こ
れ
ら
の
使
用
に
よ
る
保
健
衛
生
上
の
危
害
の
発
生
及
び
拡
大
の

防
止
に
関
す
る
施
策
の
実
施
状
況
の
評
価
及
び
監
視
を
行
う
と
と
も
に
、
当
該
評
価
又
は
監
視
の
結
果
に
基
づ
き
、
必
要
が
あ

る
と
認
め
る
と
き
は
、
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
若
し
く
は
再
生
医
療
等
製
品
の
安
全
性
の
確
保
又
は
こ

れ
ら
の
使
用
に
よ
る
保
健
衛
生
上
の
危
害
の
発
生
若
し
く
は
拡
大
の
防
止
の
た
め
講
ず
べ
き
施
策
に
つ
い
て
厚
生
労
働
大
臣
に

意
見
を
述
べ
、
又
は
勧
告
を
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
厚
生
労
働
大
臣
は
、
当
該
意
見
又
は
勧
告
に
基

づ
き
講
じ
た
施
策
に
つ
い
て
当
該
委
員
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

二


